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法令情報の適用範囲を太字青記に、ポイントとなる部分を網掛け表示します＞ 

環境関連法規制等の動き  2020 年 4 月（2020.3.17～2020.4.20） 
 

法令情報 

1-1．自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令の一部を改正する省令 

＜経済産業・国土交通省令第 1号＞(3 件共 2020.3.31 公布、2020.4.1 施行) 

 -2．乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の 

判断の基準等及び貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等 

製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する件  ＜経済産業・国土交通省告示第 2号＞ 

 -3．自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する 

国土交通大臣が告示で定める方法の一部を改正する件 

＜国土交通省告示第 462 号＞ 

 2月の意見募集 1. が公布されました。2030年度目標の乗用車の燃費基準は、2016年度実績比32%向上

となる値に、また電気自動車・プラグインハイブリッド自動車が新たに規制対象となりました。 

 当該自動車の製造を行う事業者が対象です。 

   <参考> 国交省ホームページ  http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000228.html 

  <参考> 電子政府      https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200904&Mode=3 

 

2-1．エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 

＜経済産業省令第 25 号＞(2020.3.31 公布、2020.4.1 施行) 

-2. 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の 

判断の基準を定めた件の一部を改正する件  ＜経済産業省告示第 69 号＞(同上) 

省エネ法に係る中長期的計画書の様式及び定期報告書の様式が一部変更されました。(1.) 

また同法第 5条に基づく工場等においてエネルギーを使用して事業を行うすべての事業者によるエネル

ギー使用の合理化に関する判断の基準が改正されました。(2.) 

 省エネ法に規定される特定事業者等が中長期的な計画書及び定期報告書を提出する際参照ください。 

   <参考> 電子政府  https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620120008&Mode=3 

   <参考> 電子政府  https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620120009&Mode=3 

 

3-1．特定事業者のうち製造業に属する事業の用に供する工場等を 

設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正した件 

＜財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通省告示第 1号＞(2020.3.31 公布、2020.4.1 適用) 

  -2. 特定事業者又は特定連鎖化事業者のうち専ら事務所その他これに類する用途に供する 

工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正した件 

＜財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通省告示第 1号＞(同上) 

 -3. 特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する 

工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正した件 

＜財務・経済産業・国土交通・環境省告示第 1号＞(同上) 

省エネ法第 15 条に基づく特定事業者等が作成するエネルギーの使用の合理化の目標に関し、中長期的

な計画を立てる際の指針が一部改正されました。エネルギー消費設備やその基準値が見直されました。 

 省エネ法に規定される特定事業者等が中長期的な計画を作成する際に参照ください。 

   <参考> 電子政府  https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620120009&Mode=3 
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4．土壌の汚染に係るカドミウム及びトリクロロエチレンの環境基準に関する関係法令の改正 

4 件共 (2020.4.2 公布、2021.4.1 施行) 

  -1.土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令      ＜環境省令第 14 号＞(一部同日施行) 

  -2.土壌の汚染に係る環境基準の一部を改正する件            ＜環境省告示第 44 号＞ 

  -3.地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件の一部を改正する件 

＜同第 45 号＞ 

 -4.土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件の一部を改正する件         ＜同第 46 号＞ 

 現在、地下水環境基準に適用されている①カドミウム及びその化合物、並びに②トリクロロエチレン

の基準が土壌環境基準(溶出基準)に適用され、それぞれ①0.01→0.003mg/L、②0.03→0.01mg/L へ変更

されます。施行は 2021 年 4 月 1 日です。 

 土壌汚染対策法に規定される特定施設を所有する事業者等に適用されます。 

   <参考> 環境省ホームページ  http://www.env.go.jp/press/107951.html 

 

5．容器包装リサイクル法に係る改正  全 13 件  (13 件共 2020.3.31 公布、2020.4.1 施行) 

 -1．容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 

＜財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省令第 1号＞ 

※残りの題目は最終ページに記載 

 容器包装リサイクル法に係る、2020年度 特定容器利用事業者等の再商品化義務量算出用の係数、排出

見込量の簡易算定に用いる業種別比率等が公表されました。 

 特定容器利用事業者・特定容器製造等事業者・特定包装利用事業者に適用されます。 

<参考>関連団体ホームページ  https://www.jcpra.or.jp/ 

    <参考>電子政府  https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595119119&Mode=3 

 

6．ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令 

＜厚生労働省令第 87 号＞(2020.4.20 公布、同日施行) 

 2020.7.31 までに有効期間が満了する、ボイラー検査証等、クレーン検査証等並びにゴンドラ検査証

等について、新型コロナウイルスのまん延の影響を受けて当該有効期間内に検査を受けることが困難で

あると都道府県労働局長が認める場合、有効期間を最長 4ヶ月まで延長することができます。 

 該当する有効期間を有する設備を所有する事業者に適用されます。 

   <参考> 厚労省ホームページ  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10964.html 

 

以  上 
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＜法令情報 5.の続き＞ 

6-2．ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が 

充てんされたものの表示の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 

＜財務・農林水産・経済産業省令第1号＞ 

 -3．特定事業者責任比率の一部を改正する件 

＜財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第1号＞ 

 -4．再商品化義務総量の一部を改正する件  ＜同 第2号＞ 

 -5．容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「同法律」)第11条第2項第1号に 

規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件  ＜同 第3号＞ 

 -6．同法律第11条第2項第2号イに 

規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件  ＜同 第4号＞ 

 -7．同法律第11条第2項第2号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件  ＜同 第5号＞ 

 -8．同法律第11条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件  ＜同 第6号＞ 

 -9．同法律第13条第2項第3号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件   ＜同 第7号＞  

-10．同法律施行規則第7条の3第2号に規定する主務大臣が定める単価の一部を改正する件 

＜同 第8号＞ 

-11．同法律第7条第1項の規定に基づき、2020年度以降の5年間についての 

分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件＜同 第10号＞ 

-12．同法律第12条第2項第2号ニに 

規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件  ＜経済産業・環境省告示第1号＞ 

-13．同法律第9条第6項に基づく2020年度以降の5年間についての 

各年度の特定分別基準適合物ごとの総量を公表する件  ＜環境省告示第42号＞ 


